
様式第二号の八(第八条の四の五関係)

(第1面)

産業廃棄物処理計画書 

年月日 愛知県知事殿 箆出者 

住所名古屋市天白区中砂町310番地 

氏名名古屋製酪株式会社 

代表取締役日比孝吉 

(法人にあつては､名称及び代表者の氏名) 

電話番号 

廃棄物の処理及び清掃に関する準律第12条第9項の規定に基づき､産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので､提出しますo 

事業場の名称 剌蛹ﾃ屋製酪株式会社大府工場 

事業場の所在地 剔蝠{市横根町坊主山1-118 

計画期間 剳ｽ成24年4月1日～平成25年3月31日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

(D事業の種類 ��閲���ｹ�(ｼjH徐{�+ﾘ,�+�韜I{��ｹ�(ｼb�

②事業の規模 ��ｹV偬�xｧ｣�ﾃS�津3S��ﾆﾂ駟ﾈ苓�ﾉD��

③従業員数 �33��ﾂ���

④産業廃棄物の一連 僭�襌Jﾘﾗ宙ｼh�"坪�磯I{�ｲ�

汚泥脱水(自社処理)-肥料化(業者) 

燃え殻熔焼処理(業者)-土木資材化 
廃プラスチック類分別.破砕(業者)-原料化.埋立 

の処理の工程 �:���Z��ｸ�96顰Hｷ�鮎h�"壷hIzr�

廃油.'由永分離(業者)-リサイクル重油化 
ガラス類分別(業者)-→原料化 

引火性廃油焼却(業者) 

(日本工業規格　A列4番)



(第2面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

(管理体制図) 

会長 

1 

社長 

1 

生産本部 

1 

工場長 

1※環境ⅠSO事務局 

環境Ⅰso事務局環境管理課係長伊藤昇 
1 

各職場廃棄物削減委員 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

①琴状 ������7ｉ[ﾙ�ﾃ#9D�7ｘ�����｢�

産業廃棄物の種類 僭�褪�汚泥 

排出量 �"ﾃ�3�B�3,072t 

(これ,までに実施した取組) 

1､低濃度廃酸の排永処理場での処理 

2､排永処理場オペレーターのスキルアップ教育 

②計画 ��冦ｩUx�｢�

産業廃棄物の種類 僭�褪�汚泥 

排出量 咾�ﾃ�#唯�2,918t 

(今後実施する予定の取組) 

1､生産工程の見直しによる廃酸発生畠の減少 

2､排永処理薬剤の変更により汚泥発生量の減少 I 

産業廃棄物の分別に関する事項 

①現状 忠Zｩ¥ｨ+X,H*(.伜仂iG�ｯﾉZ�,ﾈ顥}霍�-�Zｩ¥ｨ,亊h+x.偃i�r��

廃プラスチック.琴の分別強化にて有価物-の変更 

②計画 宙ﾚ�ﾎ9Zｩ¥ｨ+x.冰ﾉ.�,ﾈ蝌ｼiG�ｯﾉZ�,ﾈ顥}霍�-�Zｩ¥ｨ,亊h+x.偃i�r��

継続実施 



(第3面)

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

(D現状 凵y前年度(平成23年度)実績】 

産業廃棄物の種類 

一打つた ��唯�

産業廃棄物の量t 

(これまでに実施した取組) 

未実施です 

②計画 ノミ.-~十 凵y目標】 

産業廃棄物の種類 僭�褪�

一打フ生 鉄�B�唯�

業廃棄物の量 

(今後実施する予定の取組) 

生産工程の見直しにより原料として再生利用 

自ら打つ産業廃棄物の中間処理に関する事項 

①現状 ������7ｉ[ﾙ�ﾃ#9D�7ｘ�����｢�

産業廃棄物の種類 自ら熱回収を行った産 業廃棄物の量t 自ら中間処理により減量した 産業廃棄物の量t 劔- 

t 

t 

(これまでに実施した取組) 未実施です 

②計画 ��冦ｩUx�｢�

産業廃棄物の種類 剴ｮ植物性残蔭 辻�

自ら熱回収を行う産 業廃棄物の量 儖t 13t 取組) 量化の推進 唯�B�

自ら中間処矧こより減量する 産業廃棄物の量 

(今後実施する予定の 低含水率化による減 



(第4面)

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

①現状 ������7ｉ[ﾙ�ﾃ#9D�7ｘ�����｢�

産業廃棄物の種類 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 冲 唯�

産業廃棄物の量 

にれまでに実施した取組) 

この項目に値するものは御座いません 

②計画 ��冦ｩUx�｢�

産業廃棄物の種類 � 

自ら埋立処分又は 海洋投入処分を行う 産業廃棄物の量 冲t 

(今後実施する予定の取組) 

継続維持致します 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

①現状 ������7ｉ[ﾙ�ﾃ#9D�7ｘ�����｢�

産業廃棄物の種類 �- 辻�

全処理委託量 冲 唯�

優良認定処避業者への 処理委託量 唯�v��t 

再生利用業者-の 処理委託量 唯�t 

認定熟回収業者への 処理委託量 唯�t 

認定熟回収業者以外の 熱回収を行う業者への 処理委託量 啗B�t 

(これまでに実施した取組) 

未実施です 



②計画 ��冦ｩUx�｢�

産業廃棄物の種類 剴ｮ植物性残睦 ��

全処理委託量 �539t 唯�

優良認定処理業者への 処理委託量 微B�t 

再生利用業者-の 処理委託量 鉄WB�t 

認定熟回収業者への 処理委託量 微B�t 

認定熱回収業者以外の熱 回収を行う業者への処 理委託量 微B�t 

(今後実施する予定の取組) 

一部(10%)を再生利用業者-変更 

※事務処理欄 � 



(第6面)

備考

1前年度の産業廃棄物の発生量が1, 000トン以上の事業場ごとに1枚作成すること｡

2　当該年度の6月30日までに提出すること｡

3　｢当該事業場において現に行っている事業に関する事項｣の欄結､以下に従って記入すること｡

(1)(D欄には､日本標準産業分類の区分を記入することo

(2)②欄には､製造業の場合における製造品出荷額(前年度実績) ､建設業の場合における元請完成

工事高(前年度実績) ､医療機関の場合における病床数(前年度末時点)等の業種に応じ事業規模

が分かるような前年度の実績を記入すること｡

(3) ④欄には､当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまでの

一連の処理の工簸(当該処理を委託する場合は､委託の内容を含むo)を記入すること｡

4　｢自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項｣の欄には､産業廃棄物の種類ごとに､自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熟回収を行った産業廃棄物の量と､自ら中間

処理を行うことによって減量した量について､前年度の実績､目標及び取組を記入すること0

5　｢産業廃棄物の処理の委託に関する事項｣の欄には､産業廃棄物の種類ごとに､全処理委託量

を記入するほか､その内数として､優良認定処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第6条の11第2号に該当する者) -の処理委託量､処理業者-の再生利用委託量､認定熟回収

施設設置者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の認定を受けた者)であ

る処理業者-の焼却処理委託量及び認定熟回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者-

の焼却処理委託量について､前年度実績､目標及び取組を記入すること｡

6　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは､当該欄に｢別紙のと

おり｣と記入し､当該欄に記入すべき内容を記ネした別紙を添付することoまた､産業廃棄物の

種類が3以上あるときは､前年度実績及び目標の欄に｢別紙のとおり｣と記入し､当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること｡また､それぞれの欄に記入すべき事項がないときは､

｢-｣を記入すること｡

7　※欄は記入しないこと｡


